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防災計画（１）



災害対策基本法（災対法）

◼ 1959年の伊勢湾台風を契機として1961年に
制定。

◼我が国（日本）の災害対策関係法律の一般
法。



災対法の概要（1）

1．防災に関する責務の明確化

国、都道府県、市町村、指定公共機関及び指
定地方公共機関には、各々、防災に関する計
画を作成し、それを実施するとともに、相互に協
力する等の責務がある。住民等についても、自
発的な防災活動参加等の責務が規定されてい
る。



災対法の概要（2）

2．総合的防災行政の整備

総合的調整機関として 国、都道府県、市町村
それぞれに中央防災会議、都道府県防災会議
、市町村防災会議を設置する。



災対法の概要（3）

3．計画的防災行政の整備

中央防災会議は、防災基本計画を作成し、防
災に関する総合的かつ長期的な計画を定める
とともに、指定公共機関等が作成する防災業務
計画及び都道府県防災会議等が作成する地
域防災計画において重点をおくべき事項等を
明らかにしている。



防災計画

防災基本計画

防災業務計画 地域防災計画

内閣府（国）
中央防災会議

地域防災計画

地区防災計画

都道府県
地域防災会議

市町村
地域防災会議

指定行政機関
指定公共機関



問 以下の防災会議の会長は？

1. 中央防災会議

2. 千葉県防災会議

3. 銚子市防災会議



防災基本計画（1）

◼中央防災会議が
作成する防災に関
する基本的な計画
。

◼基本的に、「災害
予防」、「災害応急
対策」、「災害復旧
・復興」により構成
。



防災基本計画（2）

◼ 第３編 地震災害対策編

◼ 第４編 津波災害対策編

◼ 第５編 風水害対策編

◼ 第６編 火山災害対策編

◼ 第７編 雪害対策編

◼ 第８編 海上災害対策編

◼ 第９編 航空災害対策編

◼ 第10編 鉄道災害対策編

◼ 第11編 道路災害対策編

◼ 第12編 原子力災害対策
編

◼ 第13編 危険物等災害対
策編

◼ 第14編 大規模な火事災
害対策編

◼ 第15編 林野火災対策編



防災業務計画（1）

◼ 指定行政機関の長又は指定公共機関が防災基本
計画に基づき、その所掌事務又は業務について作
成する防災に関する計画。

↓

◼ 指定行政機関･･･内閣府、国家公安委員会、警察庁
、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、外
務省、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、資源エネルギー庁、中
小企業庁、国土交通省、国土地理院、気象庁、海上
保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省





防災業務計画（2）

◼ 指定公共機関･･･国立研究開発法人防災科学技術研究所、
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、日本銀行、
日本赤十字社、日本放送協会（NHK）、東日本高速道路株
式会社（NEXCO東日本）、成田国際空港株式会社、東日本
旅客鉄道株式会社（JR東日本）、日本電信電話株式会社（
NTT）、日本郵便株式会社、東京瓦斯株式会社（東京ガス）、
ENEOS株式会社、日本通運株式会社、ヤマト運輸株式会
社、東京電力ホールディングス株式会社、KDDI株式会社、
株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、株式会社イトー
ヨーカ堂、イオン株式会社、株式会社セブン＆アイ・ホールデ
ィングス、株式会社ローソン、公益社団法人全日本トラック協
会、一般社団法人全国建設業協会、公益社団法人日本医
師会など



地域防災計画

◼ 一定地域に係る防災に関する計画。

↓

◼ 都道府県地域防災計画･･･都道府県の地域に
つき、当該都道府県の都道府県防災会議が作
成する（例えば、「千葉県地域防災計画」）。

◼ 市町村地域防災計画･･･市町村の地域につき
、当該市町村の市町村防災会議又は市町村
長が作成する（例えば、「銚子市地域防災計画
」）。



千葉県地域防災計画



第1編 総則

◼第1章 計画の目的及び構成

◼第2章 計画の基本的な考え方

◼第3章 防災関係機関等の処理すべき

事務又は業務の大綱

◼第4章 地勢概要等



第2編 地震・津波編

◼第1章 総則

◼第2章 災害予防計画

◼第3章 災害応急対策計画

◼第4章 災害復旧計画

◼第5章 南海トラフ地震防災対策推進計画

◼附編（東海地震に係る周辺地域としての対応
計画）



第3編 風水害等編

◼第1章 総則

◼第2章 災害予防計画

◼第3章 災害応急対策計画

◼第4章 災害復旧計画



第4～6編

◼第4編 放射性物質事故編

◼第5編 大規模火災等編

大規模火災対策、林野火災対策、危険物等災害
対策、油等海上流出災害対策

◼第6編 公共交通等事故編

海上事故災害対策、航空機事故災害対策、鉄道
事故災害対策、道路事故災害対策



銚子市地域防災計画（1）



銚子市地域防災計画（2）

◼第１編 総則

◼第２編 地震・津波編
災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画

◼第３編 風水害等編
災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画

◼第４編 大規模事故等編



地区防災計画（1）

◼従来、防災計画としては国レベルの総合的か
つ長期的な計画である防災基本計画と、地
方レベルの都道府県及び市町村の地域防災
計画を定め、それぞれのレベルで防災活動を
実施。

◼ しかし、東日本大震災において、自助・共助・
公助が連携することによって大規模広域災害
後の災害対策がうまく働くことが強く認識され
る。



地区防災計画（2）

◼ その教訓を踏まえて、2013年の災害対策基
本法において、自助及び共助に関する規定
がいくつか追加。

◼ その際、地域コミュニティにおける共助による
防災活動の推進の観点から、市町村内の一
定の地区の居住者及び事業者（地区居住者
等）が行う自発的な防災活動に関する「地区
防災計画制度」を新たに創設。





大災害の教訓

◼ 1959年伊勢湾台風→災害対策基本法の制定

◼ 1995年阪神・淡路大震災 → 耐震化の必要性、
自助・共助の重要性

◼ 2011年東日本大震災→ハード対策の限界



国土強靭化（ナショナル・レジリエ
ンス）とは？

Resilience･･･弾力。復元力。また、病気などからの回復力。強靱さ。
Build Back Better･･･より良い復興







国土強靭化の基本目標

いかなる自然災害が発生しようとも

◼ 人命の保護が最大限図られる

◼ 国家及び社会の重要な機能が

致命的な障害を受けず維持される

◼ 国民の財産及び公共施設に

係る被害の最小化

◼ 迅速な復旧復興

を基本目標として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安
心な国土・地域・経済社会の構築を目指す。



事前に備えるべき目標

1. 直接死を最大限防ぐ。

2. 救助・救急､医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等
の健康・避難生活環境を確実に確保する。

3. 必要不可欠な行政機能は確保する。

4. 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスは確保する。

5. 経済活動を機能不全に陥らせない。

6. ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被
害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる。

7. 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない。

8. 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件
を整備する。



（災害）関連死

◼地震による建物の倒壊、火災、津波など震災
を直接的な原因とする死亡（直接死）ではなく
、間接的な原因による死亡のこと。

◼長引く避難所生活で体調を崩したことによる
死亡や持病の悪化のほか、病院の機能停止
による既往症の悪化、ストレスやPTSD（心的
外傷後ストレス障害）による死亡、将来に絶
望した自殺などが該当する。

◼ 65歳以上の高齢者が多数を占めている。



ライフライン（lifeline）

① 船舶で、救命用の命綱や救命艇に結びつけ
る綱。救命索。救命ロープ。

②戦場などで、物質の補給路。

③ 都市生活の維持に必要不可欠な、電気・ガ
ス・水道・通信・輸送などをいう語。多く、災
害対策との関連で取り上げられる。生命線。

④都市生活を支える重要な通り。



起きてはならない最悪の事態（1）

1-1 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定
多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生

1-2 密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模
火災による多数の死傷者の発生

1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死傷者の発生

1-4 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多
数の死傷者の発生

1-5 大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数
の死傷者の発生

1-6 暴風雪や豪雪等に伴う多数の死傷者の発生





起きてはならない最悪の事態（2）

2-1 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる
物資・エネルギー供給の停止

2-2 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急
活動等の絶対的不足

2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生、混乱

2-5 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルート
の途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺

2-6 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

2-7 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の
被災者の健康状態の悪化・死者の発生



起きてはならない最悪の事態（3）

3-1 被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治
安の悪化、社会の混乱

3-2 首都圏等での中央官庁機能の機能不全

3-3 地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅
な低下



起きてはならない最悪の事態（4）

4-1 防災･災害対応に必要な通信インフラの麻痺･機能停止

4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者
に伝達できない事態

4-3 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の
収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事
態



起きてはならない最悪の事態（5）
5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競
争力の低下

5-2 エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの
維持への甚大な影響

5-3 コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等

5-4 海上輸送の機能の停止による海外貿易への甚大な影響

5-5 太平洋ベルト地帯の幹線が分断する等、基幹的陸上海上交通ネッ
トワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響

5-6 複数空港の同時被災による国際航空輸送への甚大な影響

5-7 金融サービス・郵便等の機能停止による国民生活・商取引等への
甚大な影響

5-8 食料等の安定供給の停滞

5-9 異常渇水等による用水供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響



サプライチェーン（supply chain）

◼商品が消費者に届くまでの「原料調達」に始
まり「製造」「在庫管理」「物流」「販売」等を通
じて消費者の手元に届くまでの一連の流れ
のこと。

◼供給（supply）を鎖（chain）に見立て、ひと続
きの連続した流れとして捉える考え方。「供給
連鎖」ともいう。



起きてはならない最悪の事態（6）

6-1 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市

ガス供給、石油・ＬＰガスサプライチェーン等の長期間に
わたる機能の停止

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止

6-4 新幹線等基幹的交通から地域交通網まで、陸海空の交
通インフラの長期間にわたる機能停止

6-5 防災インフラの長期間にわたる機能不全



都市ガスとLPガスの違い

◼ LPガスは 、 「 液化石油ガス （ Liquefied

Petroleum Gas）」の略称。「プロパンガス」と
LPガスは同じもの。特徴は、空気より重い、
ボンベを運んで供給、店ごとの料金差が大き
い。

◼都市ガスは、道路の下のガス管を通じて供給
。



東京ガス（都市ガス）の供給エリア



インフラ

◼ インフラとは、インフラストラクチャー （
infrastructure）の略称。生活や産業などの経
済活動を営む上で不可欠な社会基盤と位置
づけられ、公共の福祉のため整備・提供され
る施設の総称。

◼ インフラの主な例としては、道路、鉄道、上下
水道、電気、電話網、通信網、あるいは学校
、病院、湾港やダムなどが挙げられる。



起きてはならない最悪の事態（7）

7-1 地震に伴う市街地の大規模火災の発生による多数の死
傷者の発生

7-2 海上・臨海部の広域複合災害の発生

7-3 沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構造物の倒壊
等に伴う陥没による交通麻痺

7-4 ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や
堆積した土砂・火山噴出物の流出による多数の死傷者
の発生

7-5 有害物質の大規模拡散・流出による国土の荒廃

7-6 農地・森林等の被害による国土の荒廃



複合災害

◼複数の現象がほぼ同時または時間を置いて
発生することによって起こる災害。また、海面
上昇・台風・集中豪雨といった気候の変動に
、地震・津波・地盤沈下などの現象が重なっ
て起こる災害をいう。



複合災害の例

◼ 1707年宝永地震（M8.4～8.6）［地震、津波］
→地震の49日後に富士山が噴火［火山］

◼ 1854年安政東海地震（M8.4）［地震、津波］
→ 32時間後に安政南海地震（M8.4）が発生
［地震、津波］

◼ 2011年東北地方太平洋沖地震（M9.0～9.1）
［地震、津波］ → 福島第一原子力発電所事
故が発生［ 原子力災害 ］ など



スペイン風邪×大町地震



スペイン風邪（日本の状況）

◼流行期間：1918年秋～1919年春、
1919年冬～1920年春

◼感染：2,380万人(国民の4割)

◼死亡：39～45万人

48

『東京都健康安全研究センター年報』より Wikipediaより



大町地震

◼ 1918年11月11日の2時
58分にM6.1の地震(前震
)が発生、その後、16時3

分にM6.5の地震 (本震 )

が発生

◼被害：住居全壊6棟、半壊
305棟、破損2,547棟



スペイン風邪（長野県）

◼長野県でのスペイン風邪の罹患者に関
する記事は『信濃毎日新聞』の｢長商に
も力士病｣と題する記事(10月23日付)

が初出



スペイン風邪による長野県の被害様相（1）

◼学校：修学旅行先での感染。10月下旬に1
校あたり児童・生徒数十名～数百名が欠席
。11月上旬に数日～10日程度の臨時休校
。

◼軍隊：歩兵第44聯隊の1,500名が感染、11
月初旬に徳島で行われる演習に不参加。

◼警察：受付が全員感染したため、下諏訪派
出所からの応援で事務を行う。

◼病院：外来患者の増加。岡谷地方の医師
が薬瓶を牛乳配達で配達。医師の感染。

◼薬局：薬の品不足。
51



スペイン風邪による長野県の被害様相（2）

◼ 郵便局：多数の欠勤者により通信業務に支障。
交換手が感染を恐れて出社せず自宅で引きこ
もり。

◼ 鉄道：列車の運行に支障。

◼ 工場：工員の感染により休業。生産額の減少。

◼ 旅人宿：家人が罹患したため宿泊客を断らざる
を得ない。修学旅行の申し込みがキャンセル。

◼ 銭湯屋：松本市の銭湯では入浴者が減少した
ため不景気。

◼ 葬儀屋：死亡者が激増し、火葬場で焼ききれな
い。
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起きてはならない最悪の事態（8）

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に
遅れる事態

8-2 復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に

精通した技術者等）の不足、より良い復興に向けたビジョンの欠
如等により復興できなくなる事態

8-3 広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生によ
り復興が大幅に遅れる事態

8-4 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティ-の崩壊等
による有形・無形の文化の衰退・喪失

8-5 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進ま
ず復興が大幅に遅れる事態

8-6 国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・
倒産等による国家経済等への甚大な影響



脆弱性評価（国土の健康診断）



国土強靭化基本法



地域防災計画との違い

項目
国土強靭化
地域計画

地域防災計画

検討のアプローチ 自然災害全般 災害種類ごと

対象とする局面
発災前
（平常時）

発災前
発災時
発災後

対応方策の重点化 重点化を行う －



国土強靭化推進の枠組み




